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はじめに 

 

「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 

（いわゆる，障害者虐待防止法）が平成２３年６月に成立し，平成２４ 

年１０月１日から施行されました。  

障害者虐待防止法は，障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害す 

るものであり，障がい者の自立および社会参加にとって虐待を防止する 

ことが極めて重要であること等に鑑み，虐待の防止，早期発見，虐待を 

受けた障がい者に対する保護や自立の支援，養護者に対する支援などを 

行うことにより，障がい者の権利利益の擁護に資することを目的として 

います。  

また，その目的を実現するため，国，地方公共団体，障害者福祉施設 

従事者等，使用者等に虐待の防止のための責務を課するとともに，障が 

い者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に通報義務を課して 

います。  

そして，通報を受けた市町村や都道府県は，事実確認や公権力の行使 

を含めて迅速かつ適切に対応し，虐待を受けた障がい者の保護や自立の 

支援，養護者に対する支援などに取り組む必要があります。  

そこで，函館市では，要援護障がい者対策地域協議会やワーキンググ 

ループで議論を重ね，ご意見をいただきながら，市職員や地域で障がい 

者を支援する関係者が，虐待対応をする際の参考となるようマニュアル 

を策定しました。  

このマニュアルは，厚生労働省が作成した「市町村・都道府県におけ 

る障害者虐待の防止と対応」をベースに，より実践的で使い勝手がよく 

なるよう，虐待が起きる背景や対応の留意点の記載を盛り込むなどの工 

夫をしています。  

今後，各地域や職場で，虐待事案に対応したり，虐待の防止を図って 

いくうえで，このマニュアルが有効活用され，障がい者やそのご家族の 

救済や支援につながることを願っています。  
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